
e-gakko 福岡みやこ教室 ご利用規約 

 

第１条 名称 

本教室は、「 e-gakko 福岡みやこ教室」と称します。 

（所在地：福岡県京都郡苅田町新津 1597 － 10  連絡先： 0930-24-8792 ）  

  

第２条 運営  

 本教室の運営は、 e-gakko 福岡みやこ教室（以下「本教室」といいます。）があたります。  

  

第３条 目的  

  本教室の目的は、受講者に対してパーソナルコンピュータ（以下「パソコン」という。）の基本

的な知識、経験を習得する場を提供することとします。  

  

第４条 入会申し込み  

第１項 本教室の受講を希望する方は、体験講座の後、「申込書」に必要事項を記入の上、本

教室あてにお申し込み下さい。  

第２項 入会金は無料とします。  

第３項 入会申込みは、原則として満年齢１８歳以上の個人を対象として受け付けます。 な

お、１８歳未満の場合は、個別にご相談に応じます。  

 

第５条 受講者  

各コースの受講者は、受講料等を納入した会員を対象とします。  

 

第６条 受講概要  

第１項 各コースの概要及び受講回数は、受講案内ページをご覧下さい。  

第２項 各コースとも１回の受講時間は、開始１０分前・ 授業時間６０ 分・質問１０分の計

80 分以内を原則とします。   

第３項 資格取得コースにおいて、講師は講座内容に全力で取り組みますが、結果合否につい

ては責任を負いかねます。 

第４項 アフィリエイト講座は、手段と方法の講座ですので、結果は保障できません。 

 

第７条 受講予約  

第１項 各コースとも原則として受講３日前に予約をしていただきます。  

第２項 予約状況によっては、必ずしも会員のご希望に添えない場合がありますので予めご了

承下さい。  

 

第８条 受講料  

  第１項  受講料は、一般コース１回あたり３，０００円・特別コース 1回あたり４，８００円

とします。  

  第２項  受講料は、各コースとも最初の受講日までに月謝回数分の合計金額を申し受けます。  

 第３項  受講回数は、改訂に伴いお手持ちの講座案内の回数と一致しない場合がありますので

予めご了承願います。 

 

第９条 教材費  

第１項 コースによってテキスト代その他の費用として教材費が別途必要となります。  



第２項 教材費の金額は、各コースによって異なりますので受講案内ページをご覧下さい。  

第３項 教材費は、受講料とともに最初の受講日までにお支払い下さい。  

第４項 教材費は、市販価格の改定又は教材の変更等のやむを得ない事情によりお手持ちの 

受講案内書記載の金額と一致しないことがありますので、予めご了承願います。  

 

第 10 条 受講を休まれる場合  

第１項 受講者の都合により、受講を休まれる場合は、受講日の前日までに必ずご連絡下さい。  

第２項 前日までにご連絡がなく、やむを得ない事情により当日休まれた場合は、次回受講の

関係上速やかにご連絡下さい。  

第３項 無断欠席・急なキャンセルの場合は講座料の半額 １，５００円（２，４００円）を

申し受けます。キャンセル料は、翌月の講座料の請求の際に調整します。 

   

第 11 条 休 講  

第１項 本教室側の都合により(サーバー・インターネットの回線上のトラブル等)、やむを得

ず講習を休む場合は、該当の受講者の方にすみやかにご連絡の上、振替受講日時等に

ついてご相談を申し上げる場合があります 

第２項 担当講師側の急なキャンセル（体調不良など・冠婚葬祭）の場合は、代行の講師がつ

とめます。また、代行ができない講座の場合は別の日を代替として優先して予約を受

付ます。 

   

第 12 条 受講を中止する場合  

第１項 コース途中で受講を中止する場合は、事前にその旨をご連絡下さい。  

第２項 既にお支払いいただいた受講料及び教材費は、受講回数にかかわらず返還できかねま

す。 ただし、本教室がやむを得ない事情があると認める場合は、未受講分の受講料

を返還いたします。  

   

第 13 条 退会  

  第１項  受講者は、自己の都合により退会することができます。  

  第２項  未受講分の受講料については、第１２条 第２項 の規定を準用することとします。  

   

第 14 条 強制的な退会  

第１項 受講に際して甚だしく他の受講者の迷惑になる等、本規約及び一般の社会通念上、 受

講者としてふさわしくないと本教室が認めた場合は、当該受講者に対する講習を中止

するとともに退会していただくことができるものとします。  

第２項 退会者が被った精神的及び金銭的な損害がある場合においても本教室側は、一切、責

任を負わないものとします。  

第３項 未受講分の受講料は、返還いたします。  

   

第 15 条 規約の変更  

第１項 受講者の事前の同意を得ることなく本規約は、変更される事があります。  

第２項 受講者は、改正規約に同意しない場合は、退会することができます。 なお、その際

は未受講の受講料を返金いたします。  

 


